
                           

 

 

11月は「過労死等防止啓発月間」です 
～過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施～ 

厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすた

めにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等

防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民

の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。 

和歌山労働局（局長 池田
い け だ

 真澄
ま す み

）においては、「過労死等防止対策推進シンポ

ジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の削減や

賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、過重労働に

関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」等を行います。 

「過労死等」とは･･･業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死
亡、もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺
による死亡またはこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。 

【取組概要】 
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１ 国民への周知・啓発 

   ・「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施 

[日時] 令和３年12月２日（木）13時30分～16時00分 

[場所] 和歌山ビッグ愛 展示ホール（〒640－8319 和歌山市手平２丁目１－２）     

[参加申込方法]事前に下記ホームページからお申込みください。 

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/ 

・ポスターの掲示などによる国民に向けた周知・啓発の実施 
国民一人ひとりが自身にも関わることとして、過労死等とその防止に対する関心

と理解を深められるよう、ポスターの掲示やパンフレット・リーフレットの配布、

インターネット広告など多様な媒体を活用した周知・啓発を行います。 

２ 過重労働解消キャンペーン [別紙]令和３年度過重労働解消キャンペーン概要 

    過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の削減や賃金不払残

業などの解消に向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、全国一斉の無料電話相談

「過重労働解消相談ダイヤル」（無料）などを行います。 

[日時] 11月６日（土）９時00分～17時00分 

[フリーダイヤル（全国共通）] ０１２０
フリーダイヤル

－７９４
なくしましょう

－７１３
長 い 残 業
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令和３年度過重労働解消キャンペーンの概要 

 

１ 実施期間 

  令和３年 11月１日（月）から 11月 30日（火）までの１か月間 

 

２ 具体的な取組 

（１）労使の主体的な取組を促します 

キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向

けた取組に関する周知・啓発等について、和歌山労働局長名による協力要請を行い、

労使の主体的な取組を促します。 

 

（２）労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します 

和歌山労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラ

クティス企業」を訪問し、その取組事例について、ホームページなどを通じて地域に

紹介します。 

 

（３）重点監督を実施します 

長時間にわたる過重な労働による過労死等に関して労災請求が行われた事業場や

若者の「使い捨て」が疑われる企業などへ重点的な監督指導を行います。 

 

（４）電話相談等を実施します 

令和３年 10 月 31 日（日）から 11 月６日（土）までを過重労働相談受付集中週間

とし、労働基準監督署等において、労働相談と労働基準法関係法令違反が疑われる事

業場の情報を積極的に受付します。 

また、令和３年 11月６日（土）を、特別労働相談受付日とし、フリーダイヤルによ

る全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、都道府県労働局の担当官が、

相談に対応します。 

[フリーダイヤル] ０１２０
フリーダイヤル

－７９４
なくしましょう

－７１３
長 い 残 業

 

[実施日時]    令和３年 11 月６日（土）９時 00 分～17時 00 分 

 

   「過重労働解消相談ダイヤル」以外にも、常時相談や情報提供を受け付けています。 

   ア 都道府県労働局または労働基準監督署 

（開庁時間 平日８時 30分～17時 15分） 

・和 歌 山 労 働 局  総合労働相談コーナー  ０７３－４８８－１０２０ 

・和歌山労働基準監督署（総合労働相談コーナー）０７３－４０７－２２０３ 

・御 坊労働基準監督署（総合労働相談コーナー）０７３８－２２－３５７１ 

・橋 本労働基準監督署（総合労働相談コーナー）０７３６－３２－１１９０ 

・田 辺労働基準監督署（総合労働相談コーナー）０７３９－２２－４６９４ 

・新 宮労働基準監督署（総合労働相談コーナー）０７３５－２２－５２９５ 
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   イ 労働条件相談ほっとライン（委託事業） 

平日夜間・土日に、労働条件に関して、無料で相談を受け付けています。 

日本語に加え英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語など 13言語に対応し

ています。 

[フリーダイヤル]０１２０
フリーダイヤル

－８１１
は い ！

－６１０
ろ う ど う

 

[相談受付時間]  月 ～ 金  17時 00分～22時 00分 

土日・祝日  ９時 00分～21時 00分 

[URL] https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/ 

 

ウ 労働基準関係情報メール窓口 

     労働基準法等の問題がある事業場に関する情報をメールで受け付けています。 

[URL]https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/ro

udoukijun/mail_madoguchi.html 

 

（５）過重労働解消のためのセミナーを開催します 

企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10 月から

12月を中心に、会場又はオンライン開催により「過重労働解消のためのセミナー」(委

託事業)を開催します。(詳細は下記ＨＰから確認ください。) 

[URL]https://kajyu-kaisyou-lec.com/index.html 
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